
 

 

審議会等の会議結果報告 

 

議事の内容  下記のとおり 

 

 

 

 

１ 会議名 第５回津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進委員会 

２ 開催日時 
平成３１年３月１９日（火） 

午後２時から午後３時まで 

３ 開催場所 津市リージョンプラザ ２階第１会議室 

４ 出席した者の氏名 

（津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進委員） 

 津市自治会連合会 会長 生川 介彦 

 津市交通安全父母の会連絡協議会  桐生 陽子 

 中部電力株式会社津営業所 配電建設課長 山辺 太司 

 津警察署 生活安全課長 深田 元彦 

 津地区防犯協会 副会長 小黒 敏克 

 津南生活安全協会 地域安全部会長 門口 信男 

 ＮＰＯ法人三重県防犯設備協会理事長 松吉 善弘 

（事務局） 

 市民部長 酒井 康子 

市民部次長 川邊 勝利 

市民交流課長 澤口 太 

市民交流課主幹 木田 実 

市民交流課主事補 大野 笑莉 

５ 内容 
（１）防犯カメラパイロット事業に係る防犯カメラ設置の進捗

（２）防犯カメラの設置・維持管理に係る問題点等の検討 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 なし 

８ 担当 

市民部市民交流課管理担当 

電話番号 ０５９－２２９－３２５２ 

Ｅ－ｍａｉｌ 229-3252@city.tsu.lg.jp 
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第５回津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進委員会 

 

それでは、委員会を始めさせていただきます。 

まず、この度、人事異動により委員の変更がございましたので、新しい委員

をご紹介させていただきます。 

津警察署 生活安全課長 深田 元彦（ふかた もとひこ）様でございま

す。 

次に、会議の成立についてご報告いたします。 

津市犯罪のない安全・安心なまちづくり条例第１２第１項の規定により委

員の過半数の出席が会議の開催要件となっておりますが、本日１０名の委員

の内７名の方にご出席いただいておりますので、本推進委員会が成立してい

ることをご報告いたします。 

当推進委員会は、津市情報公開条例第２３条の規定に基づき公開とし、傍聴

席を設けております。議事録につきましても、ホームページで公開させていた

だきますので、ご承知のほどよろしくお願いします。 

なお、本日は傍聴希望者がいませんので、このまま会議を続けさせていただ

きます。 

また、今回の議事録署名人でございますが、名簿の順に従いまして門口委員

と松吉委員にお願いしたいと存じます。 

それでは、これより先の議事進行は会長にお願いしたいと思います。 

小黒会長、よろしくお願いいたします。 

 

 

本日は年度末でご多忙の中お集りいただきましてありがとうございます。

本日は事項書に基づいて会議を進めていきたいと思います。それでは、「防犯

カメラパイロット事業に係る防犯カメラ設置の進捗について」を事務局から

説明をお願いします。 

 

それでは、「防犯カメラパイロット事業に係る防犯カメラ設置の進捗につい

て」についてご報告させていただきます。 

資料 1 をご覧ください。前回、１１月１６日の本推進委員会で、ライオンズ

クラブ国際協会 334-Ｂ地区様より寄贈されました５台の防犯カメラの内、豊

が丘地区自治会連合会、村主地区地域安全部会、新町地区自治会連合会、誠之

地区自治会連合会の４団体への防犯カメラの設置についてご報告させていた

だきましたが、１２月５日に残りの一団体である津駅前ストリート倶楽部に

防犯カメラを設置いたしました。写真１をご覧ください。このように津駅の東

口の商店街のＮＴＴ柱に設置し北から南方向を写す設定となっております。 

設置に関しまして、株式会社ＮＴＴフィールドテクノ様からＮＴＴ柱に防

犯カメラを添架する許可をいただき、中部電力様の電気の引き込み工事の許

可も済んだ状態で１１月２１日に設置完了の予定でしたが、電気の引き込み
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部分でパソコン電源用のコンセントが設置となっていたことから定額電気料

金ではなく、メーターによる従量料金になることが判明し、電気の引き込み工

事のやり直しが行われ写真２のようにコンセントを取り外し直結の仕様とな

り１２月５日より稼働しております。 

また、他の４団体も同仕様であったことから、全て電気の引き込みは直結に

し直し現在定額電灯契約で稼働中でございます。 

次に、写真３．４をご覧ください。個人様からの寄附金につきまして、９月

議会において「犯罪のない安全安心なまちづくり寄附金」として１００万円を

歳入予算計上し、１２月議会にて「防犯カメラ設置工事費」として歳出予算計

上をすることや防犯カメラの仕様等につきまして１１月の当推進委員会でも

ご意見等を聞かせていただきました。 

１２月議会において歳出補正予算が承認され相生町自治会環境部会と香良

洲防犯協会に各１台の防犯カメラをパイロット事業として追加設置すること

になり、昨日、２団体に設置完了し稼働したばかりでございます。 

防犯カメラパイロット事業に係る防犯カメラ設置の進捗については、以上

でございます。 

 

先程の説明で何かご意見、ご質問はございますか。 

 

（ 意 見 な し ） 

 

それでは引き続き「設置５団体へアンケートを実施した結果から、防犯カメ

ラの設置・維持管理に係る問題点等の検証について」について事務局から説明

をお願いします。 

 

続きまして、「設置５団体へアンケートを実施した結果から、防犯カメラの

設置・維持管理に係る問題点等の検証について」について説明させていただき

ます。 

平成３１年２月７日に、防犯カメラ設置５団体に対して、郵送でアンケート

調査を行い、さらに、３月４日から６日までの間、実際に各団体の方から、ア

ンケート結果を基に詳細な聴き取りを行ないました。内容については、防犯カ

メラパイロット事業に係るアンケート調査結果の資料２をご覧ください。  

1 の防犯カメラを設置前に近隣住民への周知はどのようにされましたか？

（複数可）につきましては、総会や役員の定例会等で説明したところは、全て

の５団体で、更に回覧等で周知したところが２団体、戸別訪問を行ったところ

が１団体ございました。配慮された点につきましては、１団体は、カメラの映

像に写る家には、個別に訪問し、説明をし、了解を得た。と記載されておりま

すが、他の地区でも映り込む場合は、同意書が必要となることから他の４団体

も全て個別に訪問を実施しております。 

次に、プライバシーと記載いただいた団体への、聞き取り内容では、防犯カ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メラの設置場所が個人の敷地内の私所有の電柱であり不特定多数の方の出入

りがあることから敷地を写さないようにしたということ。また、防犯カメラ稼

働中のシールも貼りにくいこともあり近隣の電柱に貼り付けている状況で

す。 

子供会・通学路・老人会から２年前不審者が出た場所に付けてほしいと意見

が出たことから、設置場所を選定し犯罪防止のために大々的に周知したとの

ことです。 

次に 2 の防犯カメラを設置後に近隣住民への周知はどのようにされました

か？につきましては、全ての５団体が総会や定例会等で説明されており、更に

回覧を行ったり、全件にチラシを作成し配布を行った団体もありました。その

他、配慮された点ですが、団体自身でホームページを作成しているところは、

防犯カメラの設置を掲載して SNS 等で PR したところや、別の団体では、毎月

１回の集会所のイベントである健康講座などで周知したりしています。また、

連合自治会長が各自治会長に口頭で説明し、そして各自治会に伝えてもらっ

ているケースもありました。 

次に 3 の防犯カメラを設置後に近隣住民からご意見はありましたか？（複

数可）につきましては、良い点とし、「犯罪等の抑止策につながる」と回答を

いただいたのが３団体、「地域の防犯意識が高まる」が３団体、「治安が良くな

り安心感が得られる」が４団体、「犯罪解決に役立つ。」が４団体となっており

ます。また、その他で、人通りが多い場所にはもっと早く必要だった。住民が

よろこんでくれている。と設置してから非常に良い意見を各団体からいただ

いております。 

問題点については、５団体ともございませんでした。 

次に 4 の防犯カメラを設置後に警察署等からの画像照会はありましたか？

ですが正式に照会があった団体は、ありませんでした。画像照会はなかった

が、画像の確認を行ったのが１団体で月１回程度で合計３回 、別の１団体で

は月２回程度で合計８回の画像確認を行っています。この２団体については、

稼働して間がないので月に１回か２回実施していたが、正常に作動もしてい

ることから、今後は画像確認の期間をもう少し開けたいと伺っております。画

像照会もなかったし、画像の確認もしていないところは、２団体でした。この

２団体は設置してから３－４か月経ちますので、作動確認も含め近いうちに

行うと言って見えました。 

また、画像の確認を行ったが、確認することが出来なかった団体が１団体あ

りました。データを取り出すことができなかったと回答をいただき、聞き取り

を行ったところ、パソコンにインストールしたソフトの作動方法や画像抜き

出しが分かりづらかったため取り出せなかったと伺っております。このこと

から、設置業者に連絡し、カメラ設置時に渡されていた簡易マニュアルを参考

にしてデータの抜き出し方を再度確認したと伺っております。再確認してか

らデータの抜き取り作業は行っていないとのことです。今後は、パソコンに詳

しい人を操作取扱者に登録し録画データの確認や抜き出し方をテストすると



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伺っております。 

次に 4-1 照会時に画像データの抜き取りなどどのようにされましたか？で

すが、照会がないことから、該当なしとしています。 

4-2 警察署等からの返却後、データ等の保管はどのようにしていますか？に

つきましては、警察等にデータ等を提供している団体はありませんでした。 

次に 5 の設置団体として、防犯カメラを設置する前後でどんな変化があっ

たと感じますか？ですが、安心感が出たようである、まだ 2 ヶ月なので、これ

といって感じない。との回答をいただいています。 

次に 6 の防犯カメラにかかる費用についてですが、１か月の電気代につき

ましては、４団体がそれぞれ、153 円、337 円、358 円、145 円となっておりま

す。１団体については、私有地取付けのため電気代は個人と契約月／500 円と

回答をいただいております。SD カードにつきましては、４団体は予備を購入

しておらず、１団体で故障時やデータ提供時にすぐに対応できるようにと考

え予備用として１枚６千円で購入しています。他に防犯カメラに関してかか

った費用については、１団体がＳＤカード予備保管金庫として 1,500 円で購

入したと伺っています。また、４団体は、他に防犯カメラに関してかかった費

用はありませんでした。 

次に 7 の 防犯カメラを更に必要としていますか？につきましては、今回、

設置の 5 団体すべてが追加の防犯カメラを要望されております。１団体が２

台、他の４団体は１台を希望されております。必要としている理由につきまし

ては、団地への出入り口が 3 か所あり、あと２カ所必要とのことです。他の団

体につきましては、危険個所があり監視するためと、設置されている事による

ドライバーの注意意識を図るため。通学路安全の為。他、聴き取りでは、今回

設置した反対方向から撮影するため。1 台では範囲が狭いと感じており、今回

設置と反対方向からもう一台必要などの回答をいただいております。 

次に8の各団体で防犯カメラを設置する場合、いくらまで支出可能ですか？

ですが、設置後１年経過していないので、定期点検や維持経費等について、把

握できていないので、答が難しい。私達の団体は、予算化されてなく、申し訳

ないですが回答できません。と回答をいただいております。機器購入費（初回

購入費）については、アンケート回答時は２団体が１基あたり５万円と回答し

ていただいておりましたが、聞き取り時では、実際のところ５万から１０万円

の負担なら更に追加で増設したいと伺っております。また、維持管理費につい

ては、年間に１台当たり１万円から３万円までの負担なら、レンタルの場合は

年に１万円から５万円までの負担ならと回答をいただいております。 

次に 9 の全国的に防犯カメラ設置に対する補助制度を実施する公共団体が

増えつつありますが、貴団体では、補助金がどの程度あれば団体独自で設置を

しようと思いますか？につきましては、補助率３分の２、維持費だけであれば

何とかなる。２分の１補助していただけると助かる。本体 35,000 円＋工事代

10,000＝45,000 円／２⇒22,500 円ぐらいと回答いただいております。 

次に 10 のその他防犯カメラについてご意見ご要望等あればご記入くださ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い。ですが、 

パイロット事業は、連合会⇒単位自治会で進められたが、今後の防犯カメラ

の設置要請は、設置効果、経費の全体が見えてこないと、単位自治会からは積

極的な要請は難しいと思われる。市での予算を持ち、普及してほしい。設置代

表者からなる意見交換会を開催してほしい。子供達の安全が確保できる場所

への設置が望ましい。危険と思われる個所にたくさん防犯カメラが設置され

るとよい。 

というご意見ご要望がありました。 

また、上記以外にも訪問による聞き取りでは、３団体が画像を確認するソフ

トを簡単なものにしてほしい。高齢者でも簡単な操作で管理できるものがよ

い。と伺っております。 

このことについて、事務局としましては、何度か画像確認を行っている２団

体は、設置時の操作説明と簡易操作マニュアルを確認し画像確認やデータを

抽出できていることから、一定のパソコンの知識があれば確認と抽出は可能

であると考えております。 

しかし、より容易かつ安全にデータの取り出しができることが好ましいこ

とから、昨日、２団体に取り付けた別のメーカーのカメラと比較もしながら、

より分かりやすい操作マニュアルの作成も含め検証を続けてまいりたいと思

います。 

次に、小学校で不審者情報があったことから、夜間の映像を確認したが、夜

間は昼間のように人や車の認識ができない。と伺ったことについて、設置業者

に問い合わせ確認したところ、防犯灯の明るさの影響で、赤外線センサーが働

いていない可能性あると回答をいただいております。この件につきましては、

意見をいただいた団体の設置場所で、防犯灯を消灯し検証を行う予定であり

ます。  

また、昨日稼働した、別のメーカーとも比較しながら夜間の撮影状況の検証

実験も行っていきたいと考えております。 

次に、警察からの要請があった場合は、データの取り出しに協力を求めたい

とのご意見をいただいております。この趣旨は、団体内、例えば自治会で防犯

カメラを扱う管理者や操作責任者は役員の交代で毎年変わっていく可能性が

高いこと、高齢者も多いことから操作方法などをすべての取扱者が熟知する

ことが難しいので、捜査協力依頼があった場合は警察の協力も求めたいとい

う内容でした。 

この他には、データの管理の仕方について、訪問し聴き取りを実施したとこ

ろ、全ての団体が事務所等のカギのかかる場所でパソコンを管理しておりま

すが、運用規定の中の保管場所と相違している団体もあり、規定と同じにする

か、規定からやむを得ず変更しなければならない場合は、市に相談してもらう

よう各団体に今後通知していきたいと考えております。また、日頃のデータ管

理につきましまして、画像確認のためにパソコンにダウンロードしたものが、

団体の運用規定のデータ保管期間を過ぎているところが２団体あったため、
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必要のないデータは団体で規定している運用規定内にデータ削除することを

説明してきました。今後、保管期間の設定をやむを得ず見直す必要があれば市

へ運用規定の提出をしてもうことも併せて説明を行いました。変更が提出さ

れた場合は、団体のデータ保管状況を詳しく聴き取り、三重県防犯カメラ設置

及び運用に関するガイドラインに沿っているかを確認して適正なデータ管理

を説明してまいります。 

最後に、各団体の運用規定のデータの閲覧や・提供にあたっては、相手方の

身分書の提示を求めるなどを確実に行うとともに、閲覧・提供を行った日時、

相手先、目的・理由、画像データの内容を記録し提出を受けた文書等とともに

保存することとなっております。しかし、実際には、１団体しか記録表が作成

されていないことから、各団体にデータ管理の重要性を理解してもらえるよ

う、市で参考となる見本を作成して５団体に配布し、画像データの管理がより

適正に行われるよう努めてまいります。 

アンケート結果につきましては、以上でございます。 

 

先程の説明で何かご意見、ご質問はございますか。 

 

防犯カメラを設置してから運用期間が短いため、問題点はまだまだ沢山あ

りそうですが、防犯カメラを扱う管理者や操作責任者も毎年変わってくるし、

防犯カメラの価格も業者によって変わってきます。ランニングコストも含め

て設置した団体に管理を任せるのか、設置した業者に任せるのか、市で管理し

てくのかを道筋をたてていったほうがいいと思いますね。 

 

もう少し期間が経てば防犯カメラを設置した団体の中で、防犯カメラを管

理する役員さんを決めて、カメラに映っている画像を見ながら状況を把握す

ることが必要だと思います。操作マニュアルの作成や指導をしていったほう

がいいかもしれないですね。なにもなければ放置してしまう可能性があると

思います。自治会に設置していくなら、防犯カメラの管理委員会を設置して、

一定期間で画像の確認をしていく必要があるかと思います。他にご意見はあ

りますか？ 

 

お伺いしたいのですが、防犯カメラは色んな種類がありますが、記録されて

いる動画のファイル形式というのは機種によってオリジナルなのか、一般的

な動画で記録されるのが普通なのかどちらでしょうか？ 

 

 業者によって、信頼できるメーカーと取引するか、値段で取引するかは様々

なので、取り扱っている機種も違います。１秒間に何コマ録画するかによって

ＳＤカードの容量も含めて変わってきますんで、その辺はある程度規定して

いく必要があると思います。少なくとも３ヶ月に 1 回は自治会等で画像を確

認していただけると有り難いですね。業者に任せるとなったら設置だけじゃ
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なくて、ランニングコストもかかってくるので、市で予算化するのも難しそう

ですね。 

  

 前回の会議の時もこのような話がありましたが、パイロット事業で設置し

た防犯カメラはこれからの参考にということで設置させていただきました。 

 パイロット事業では様々なご意見をお伺いして、今後どのように進めてい

くかを決めていただきたいです。今後は補助制度を見据えていますが、防犯カ

メラを買い取るのか、レンタルするのか。また、維持管理も含めて補助をする

のかということをこの場で協議していただき、私どもの施策に活かしていき

たいです。まだ設置してからの期間が短いので、防犯カメラの管理にかかる金

額や、どうやって運用していけばやりやすいのかがわからない状況ですので、

これからの会議で話し合っていけたらなと思います。 

 

 今は手探りの状態ですので、今後の対応を考えていく必要がありますね。 

 警察さんにお伺いしたいのですが、画像の保存はどれくらいの期間が有効

ですか？ 

 

 長ければ長いほどいいですが、期間が長すぎるとＳＤカードを購入する回

数も増えますし、ある一定期間で上書きすればいいかと思います。 

 

 データを一定期間で抜き取って確認したり、上書きしたりしていけばいい

ということですね。どのくらいの期間で確認するのが有効かを決めていった

ほうがよさそうですね。 

 

今回アンケートでご意見いただいた中に、防犯カメラを設置しているだけ

で防犯意識が高まり、抑止効果もあるというものがありました。防犯カメラを

市が設置していくとなれば、その施設や場所に応じたものを考えていくこと

になると思います。自治会に補助金を出して設置していくことも考えられま

すが、それぞれの自治会で財源に差があります。財源が多い自治会であれば性

能の良い防犯カメラをつけていくことになると思いますし、財源が少ない自

治会であればせめて抑止効果があればということで、安い防犯カメラをつけ

たいという自治会もでてくると思います。防犯カメラの価格や設置場所によ

って補助率が変わってくる市もあるみたいですので、津市独自の制度をこの

会議で協議していきたいと思っております。 

 

パイロット事業は、防犯カメラを運用していく問題点の抽出であったり、こ

れからの参考になる非常に良い事業だと思います。これからも課題を順次詰

めていけたらいいと思います。 

 

防犯カメラの画像が、どれくらい映っているのか、どれくらいで上書きして
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いるのか、どうゆう機能レベルのものがあるのかは、運用してからでないとわ

からないですし、今後施策を決めていくにあたり、効果的な仕様を決めるのが

難しいので、委員の方々の専門分野で意見を出し合っていただいて、我々がわ

からない部分を補っていただき、進めていきたいと思います。 

 

委員の皆さんも色んな意見や考えがあるかと思いますが、今後も多くの課

題が出てくると思いますので、順次細かいところまで詰めていきたいと思い

ます。 

他に意見はございますか？ 

 

（ 意 見 な し ） 

 

ご意見、ご質問もないようですので、これをもちまして、第５回津市犯罪の

ない安全・安心なまちづくり推進委員会を閉会いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、円滑な議事進行にご協力いただき、誠にあ

りがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

 

本日は、大変お忙しい中ご審議いただき、誠にありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の委員会を終了いたします。 

お帰りの際には交通事故等には十分お気をつけてお帰りください。 

本日は誠にありがとうございました。 


